
神戸 ／ 北野・山本地区の『異人館』が危機に面しています

「異人館基金」創設のための募金のお願い

　１月17日午前５時46分、阪神・淡路地域を襲った大震災により、北野・山本地区でも数棟の異人館が半壊

するなど、どの建物も大なり小なり被害を受けました。各館では行政の支援も得て、異人館の復元に向け努

力しているところですが、震災前は24棟を数えた公開異人館が、３月末現在まだ一館も再開していないなど、

観光地としての北野・山本地区は崩壊しているといっても過言ではありません。このような状況が長引けば、

閉館する民間の公開異人館が続出することが予想され、既に数館は閉鎖を表明しています。そして、当地区

を個性づけ、魅力づけてきた異人館そのものが、やがては姿を消すという事態も危惧されます。

　これまで当会では、北野・山本地区の落ち着いたまちなみをまもり、そだてることを目的に、過度の観光

地化に疑問を呈し、ゴミ、トイレ、不法駐車に代表されるいわゆる観光公害の低減にも取り組んできました。

ただ、営利目的の民間施設であれ、公開施設として活用されてきたことがこれらの異人館の保存につながっ

てきたという面も見逃せません。

　このような状況の中で、当会では次のような事業に取り組むことを緊急に決めました。

　　①保存を目的に、異人館を当会が借り受け、一般に公開する。

　　②まちの歴史的なものやことを収集・整理するために昨年来実施してきた「まちの記憶を引き継ぐ運　

　　　動」を一層広範に展開し、その資料の展示・保管施設として活用する。

　　③「異人館基金」を創設し、施設の運営にあたる。

　 これらの実現には、解決すべき課題は山積しています。しかし、一日も早く実行に移さなければ、まちが

崩壊するという危機意識を抱いております。

　 つきましては、皆様方に資金面でのご支援をお願いする次第です。多面的な性格をもつ北野・山本地区が、

今後とも発展を続けるためには、この地区で日々暮らしている私達の自主的な取り組みが何よりも重要であ

るという当会の活動主旨をご理解いただき、なにとぞご協力をお願いいたします。

支援金のお払込みは郵便振替で、

　　　０１１６０－１－６０７０７　／　北野・山本地区をまもり、そだてる会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　までお願いいたします。

北野･山本地区をまもり､そだてる会 事務局：神戸市中央区北野町１丁目5-7浅木方 ℡078-242-6288



「北野・山本地区をまもり、そだてる会」とは

　　　北野・山本地区をまもり、そだてる会は、昭和56年、急増する観光客への対策と地区景観の保全・

　　育成を目指して結成したもので、神戸市都市景観条例に基づく景観形成市民団体です。

　　　これまでの主な活動は次のとおりで、悪いところをなくし、良いところを伸ばすという両視点か

　　らの取り組みを実践してきました。

　　　・定期総会（年１回）　　　　　　　　　　　　　　・不法看板等撤去運動

　　　・委員会（月１回）　　　　　　　　　　　　　　　　　（H.３．９より定期的に実施）

　　　・ミニ・ニュースの発行　　　　　　　　　　　　　・花と緑を増やす運動

　　　・クリーン作戦（S.56より月１回）　 　　　　　　　　　（H.４．10より取り組み）

　　　・路上駐車追放運動（毎年ゴールデン・ウィーク）　 ・まちづくりフォーラムの開催

　　　・地区白書（北野・山本 1987）の発行　 　　　　　　　 （H.5より毎年開催）

　　　・まちづくり計画の策定（S.63）　 　　　　　　　　 ・まちの記憶を引き継ぐ運動

　　　・ノースモーキング・ゾーンの設定（S.58）　 　　　　　 （H.6より取り組み）

　　　・北野・山本まちなみフェスタの開催（H.１以降、毎年秋）

　　○ 構　成　　６自治会、２婦人会、２商業者組織　 （約2,500世帯、約5,500人、約150店舗)

　　○ 代表者　　浅木隆子

　　○ 表彰等　　 景観形成市民団体の認定　 　　　　　　　　　昭和56年

　　　　　　　　 兵庫県まちづくり功労賞　 　　　　　　　　　昭和63年

　　　　　　　　 建設省まちづくり功労者表彰　 　　　　　　　平成元年

　　　　　　　　 神戸市環境功労賞　　　　　　　　　　　　　平成３年

　　　　　　　　 建設省都市景観大賞（景観形成事例部門）　 　平成３年

　　　　　　　　 兵庫県保健衛生・環境美化推進功労団体表彰　 平成６年

「北野・山本地区」とは

　　　北野・山本地区は、居留地で働く外国人の住宅地として明治初期より開発され、通称「異人館」

　　と呼ばれる洋風住宅と和風住宅が混在する、神戸を代表する異国情緒豊かなまちです。

　　　近年は、数多くの観光客が訪れるとともに、ブティックやレストランなども進出して、様々な表

　　情をもつ街になっていました。

　　　現在当地区は、神戸市都市景観条例に基づく「都市景観形成地域」に、さらにその中で異人館な

　　どの伝統的建造物が集中する範囲を文化財保護法に基づく「伝統的建造物群保存地区」に指定さ　

　　れ、これまで地元と行政が力をあわせ、神戸らしい都市景観をまもり、そだてる努力を払ってきま

　　した。

　　　○ 北野町山本通都市景観形成地域　 　　　　　　○ 北野町山本通伝統的建造物群保存地区

　　　　　　指定年月日　　昭和54年10月30日　　　　　　　 指定年月日　　昭和54年12月27日

　　　　　　指定面積　　　約32ha　　　　　　　　　　　　 指定面積　　　約9.3ha


